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説 明 

この案を提出するのは、一般質問における代表質問の取扱いを変更すること

に関し、長久手市議会会議規則の一部を改正するため必要があるからである。



- 1 - 
 

別紙 

長久手市議会規則第  号 

長久手市議会会議規則の一部を改正する規則 

長久手市議会会議規則（昭和４８年長久手町議会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（一般質問） （一般質問） 

第５９条 （略） 第５９条 （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

 
４ 質問者の質問時間は、答弁を含め

て６０分以内とする。 

４ （略） ５ （略） 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


